
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月 

飛島村  
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計画策定の背景 

計画の位置づけ 

 
 
少⼦化の進⾏や⼦どもに関する課題の複雑化・深刻化、新技術の進展による学校や学びの

在り⽅の変化が続く中で、令和５年４⽉のこども基本法の施⾏およびこども家庭庁の創設、

同年12⽉のこども⼤綱の閣議決定、令和６年６⽉の改正⼦ども・⼦育て⽀援法の成⽴など、

国を挙げた⼦ども・⼦育て施策の強化が進められています。 

本村においては、切れ⽬のない⽀援による⼦育て環境の充 

実を⽬指し、令和２年３⽉に「第２期⾶島村⼦ども・⼦育て 

⽀援事業計画」を策定しました。令和６年度をもって、第２ 

期計画の期間が終了することから、新たに「第３期⾶島村⼦ 

ども・⼦育て⽀援事業計画」を策定しました。 

 

本計画は、⼦ども・⼦育て⽀援法第61条に基づく⼦ども・⼦育て⽀援事業計画です。ま

た、次世代育成⽀援対策推進法による「市町村⾏動計画」として策定するとともに、「第５

次⾶島村総合計画」の⼦ども・⼦育てに関連する分野の部⾨別計画として位置付け、その他

関連計画と整合性を図りつつ策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
第３期計画の期間は、令和７〜11年度の５年間としま 

す。ただし、必要に応じて計画の⾒直しを⾏います。  

○こども基本法 

○子ども・子育て支援法 

○次世代育成支援対策推進法 

【国】 
整合 

○あいち はぐみんプラン 
【県】 整合 

 
第５次⾶島村総合計画 

 

⾶島村 第２期 
地域福祉計画・地域福祉活動計画 

○飛島村障害者福祉計画・障害

福祉計画・障害児福祉計画 

○健康とびしま 21 計画 

○飛島村高齢者保健福祉計画・

介護保健事業計画 

等 

整合 

連携 

【⾶島村⽇本⼀健康⻑寿村構想】 
とびしま健康⻑寿創造プランⅤ 

計画の期間 
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⼦ども・⼦育てを取り巻く現状 
 

○ 児童数の推移 

本村の児童数は、０〜５歳（就学前児童）は令和２年以降減少を続けており、６〜

11歳（就学後児童）も令和５年以降は減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○ ６歳未満親族のいる核家族世帯の割合の推移 

本村の６歳未満親族のいる核家族世帯の割合は62.8％で、平成12年以降上昇を続

けています。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 母親の就労状況 

⺟親の就労状況は、就学前児童、就学後児童ともに「フルタイム」及び「パート・

アルバイト等」が⾼くなっています。 
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計画の施策体系   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策１ 
幼児期の教育・保育と⼦ども・⼦育て⽀援の充実 

施策２ 
教育・保育の⼀体的提供及び教育・保育の推進に関する体制
の確保 

施策３ 
産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設
等の円滑な利⽤の確保 

施策４ 
⼦どもに関する専⾨的な知識及び技術を要する⽀援に関
する関係機関との連携 

施策５ 
労働者の職業⽣活と家庭⽣活の両⽴のための雇⽤環境の
整備に関する施策との連携 

施策６ 
⼦どもがすこやかに育つむらづくりに向けた取組の推進 

(1) 切れ目のない子育て支援体制の整備 

(2) 包括的な子育て支援 

(3) 子育て支援サービスの使いやすさ向上 

(4) 安心安全な子育て環境づくり 

家
庭
・
地
域
が
育
て
る 

心
豊
か
な
子
ど
も
が
育
つ 
安
全
で
安
心
な
む
ら 

と
び
し
ま 
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施策の展開   

１ 幼児期の教育・保育と子ども・子育て支援の充実 

○ 教育・保育の量の見込みと確保方策 

【１号認定】 単位︓⼈ 

区 分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 
量の⾒込み 10 9 8 8 8 
確保⽅策 15 15 15 15 15 

【２号認定】 単位︓⼈ 

区 分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 
量の⾒込み 84 76 68 64 67 
確保⽅策 90 90 90 90 90 

【３号認定（０歳）】 単位︓⼈ 

区 分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 
量の⾒込み 4 4 3 3 3 
確保⽅策 25 25 25 25 25 

【３号認定（１・２歳）】 単位︓⼈ 

区 分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 
量の⾒込み 35 40 37 35 33 
 １歳児 16 16 14 13 13 
 ２歳児 19 24 23 22 20 
確保⽅策 65 65 65 65 65 

○ 地域⼦ども・⼦育て⽀援事業の量の⾒込みと提供体制の確保 

事業名 区 分 令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
10年度 

令和 
11年度 

時間外保育事業 
（延⻑保育事業） 

量の⾒込み 延べ利⽤⼈数 
（⼈） 8 7 6 6 6 

確保⽅策 延べ利⽤⼈数 
（⼈） － － － － － 

放課後児童健全
育成事業（児童
クラブ） 

量の⾒込み 延べ利⽤⼈数 
（⼈） 59 57 58 57 56 

確保⽅策 延べ利⽤⼈数 
（⼈） 59 57 58 57 56 

⼦育て短期⽀援
事業（ショート
ステイ） 

量の⾒込み 延べ利⽤⼈数 
（⼈⽇／年） 4 4 3 3 3 

確保⽅策 延べ利⽤⼈数 
（⼈⽇／年） 4 4 3 3 3 

地域⼦育て⽀援
拠点事業（⼦育
て⽀援センター
事業） 

量の⾒込み 延べ利⽤⼈数 
（⼈⽇／年） 3,216 3,372 3,108 2,904 2,700 

確保⽅策 

設置か所数 
（か所） 1 1 1 1 1 

提供量 
（⼈⽇／年） 3,216 3,372 3,108 2,904 2,700 
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事業名 区 分 令和 

７年度 
令和 

８年度 
令和 

９年度 
令和 

10年度 
令和 

11年度 

⼀時預かり事業 
量の⾒込み 延べ利⽤⼈数 

（⼈⽇／年） 12 12 12 12 12 

確保⽅策 延べ利⽤⼈数 
（⼈⽇／年） 12 12 12 12 12 

病児保育事業 
量の⾒込み 延べ利⽤⼈数 

（⼈⽇／年） 142 136 122 115 115 

確保⽅策 延べ利⽤⼈数 
（⼈⽇／年） 142 136 122 115 115 

乳児家庭全⼾訪
問事業 

量の⾒込み 訪問件数 
（件） 21 19 17 17 15 

確保⽅策 訪問件数 
（件） 21 19 17 17 15 

養育⽀援訪問事
業 

量の⾒込み 訪問件数 
（件） 3 3 3 3 3 

確保⽅策 
実施体制 
（⼈） 3 3 3 3 3 

実施機関 保健センター、⼦育て⽀援センター 

妊婦健康診査 

量の⾒込み 訪問件数 
（件） 21 19 17 17 15 

確保⽅策 

実施場所 愛知県内の医療機関 
実施体制 各医療機関への委託 
検査項⽬ 県内統⼀検査項⽬ 
実施時期 随時 

⼦育て世帯訪問
⽀援事業 

量の⾒込み 延べ利⽤⼈数 
（⼈⽇／年） 1 1 1 1 1 

確保⽅策 延べ利⽤⼈数 
（⼈⽇／年） － － － － － 

児童育成⽀援拠
点事業 

量の⾒込み 延べ利⽤⼈数 
（⼈） 1 1 1 1 1 

確保⽅策 延べ利⽤⼈数 
（⼈） － － － － － 

親⼦関係形成⽀
援事業 

量の⾒込み 延べ利⽤⼈数 
（⼈） 1 1 1 1 1 

確保⽅策 延べ利⽤⼈数 
（⼈） － － － － － 

妊婦等包括相談
⽀援事業 

量の⾒込み ⾯談実施合計
回数（回） 63 57 51 51 45 

確保⽅策 
⾯談実施合計
回数（回） 63 57 51 51 45 

実施機関 保健センター、⼦育て⽀援センター 

産後ケア事業 
量の⾒込み 延べ利⽤⼈数 

（⼈⽇／年） 24 24 21 24 23 

確保⽅策 延べ利⽤⼈数 
（⼈⽇／年） 24 24 21 24 23 

乳児等通園⽀援
事業（こども誰
でも通園制度） 

量の⾒込み 延べ利⽤⼈数 
（⼈⽇／年） 36 36 36 36 36 

確保⽅策 延べ利⽤⼈数 
（⼈⽇／年） － 36 36 36 36 
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４ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関

する関係機関との連携 

児童虐待防⽌に向け、地域の関係機関と連携しつつ、気軽に相談

できる体制の強化、虐待の早期発⾒及び迅速かつ的確な対応のため

の環境整備に努めます。また、ひとり親家庭の総合的な⾃⽴を⽀援

するために、⼦育て・⽣活⽀援や経済的な⽀援に取り組みます。さ

らに、障がい児など特別な⽀援が必要な⼦どもについても、各関係

機関との連携を密にしながら村の実情に応じた施策を展開します。 

２ 教育・保育の一体的提供及び教育・保育の推進に関する

体制の確保 

本村では、幼保連携型認定こども園⾶島保育園で教育・保育

の⼀体的提供を実施していますが、国の動向や社会情勢の変化

を注視しつつ、必要に応じて、幼児期の学校教育・保育の⼀体

的な提供のさらなる推進について検討していきます。 

５ 労働者の職業生活と家庭生活の両立のための雇用環境の

整備に関する施策との連携 

今後も県や企業等と連携して、⻑時間労働の是正等の働き⽅の⾒直

しや、育休や短時間勤務等を取得しやすい職場環境づくりに向けた啓

発等、男⼥がともに仕事と家庭・地域活動等を両⽴できる環境づくり

と「仕事と⽣活の調和」の実現に向けた取組の推進に努めます。 

３ 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設

等の円滑な利用の確保 

保護者が産休、育休明けに希望に応じて円滑に特定教育・保育施

設等を利⽤できるよう、産休・育休中の保護者に対する情報提供や

相談⽀援を⾏います。また、育児休業満了時から特定教育・保育施

設等の利⽤を希望する保護者のニーズに対応できる環境の整備に努

めます。 
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施策の推進体制 

６ 子どもがすこやかに育つむらづくりに向けた取組の推進 

(1) 切れ⽬のない⼦育て⽀援体制の整備 
【主な取組】 

○⼦育て世代包括⽀援センター事業 ○⼦育て⽀援連携会議 
○保育所・認定こども園と義務教育学校の

連携強化 
○関係機関で構成するネットワークの推進 

○保健衛⽣連絡会  

(2) 包括的な⼦育て⽀援 
【主な取組】 

○地域⼦育て⽀援拠点事業 ○パパママサロン・助産師等相談 
○放課後児童健全育成事業（児童クラブ） ○⼦育て応援プランの作成 
○乳児家庭全⼾訪問事業 ○⼀時保育事業 
○⼦育て家族⽀援事業 宿泊型 
  通所型 

○こども誰でも通園制度（乳児等通園⽀援
事業） 

○各種相談事業  
○教育⽀援教室「きらり」  
○就学相談  

(3) ⼦育て⽀援サービスの使いやすさ向上 
【主な取組】 

○⼦育て⽀援情報の集約と多様な媒体によ
る情報発信 

○妊産婦及び⼦育てタクシー料⾦助成事業 

○就園相談 ○とびしまほっと安⼼ダイヤル 

(4) 安⼼安全な⼦育て環境づくり 
【主な取組】 

○「⼦ども110番の家」活動の推進 ○交通安全教室の開催 
○事件情報等の迅速な提供 ○通学路交通安全指導 
○防犯・交通安全施設等の整備  

 

 

計画を推進していくためには、⾏政組織、⺠⽣委員・児童委員協議会や地域活動団体等と

の連携、地域の⽅たちの協⼒と参加が必要です。そのため、村内の関係機関と連携して横断

的な施策に取り組むとともに、保育所・認定こども園、義務教育学校、企業、村⺠と連携し

て、多くの⽅の意⾒を取り⼊れながら取組を広げていきます。また、施策を展開するにあた

っては、⼦どもに関わる機関のみならず関係機関と連携し、取り組んでいきます。 
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